
- 1 - 

国立大学法人岐阜大学公正研究推進室規程 

 

                             平成２２年１１月１日  

                             規程第８１号      

（目的） 

第１条 この規程は，国立大学法人岐阜大学運営組織規則第２３条の２第４項の規定に基

づき，公正研究推進室に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 公正研究推進室は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 

 一 研究活動上の不正行為防止の基礎となる環境整備に関すること。 

 二 公的研究費の不正使用防止の基礎となる環境整備に関すること。 

 三 岐阜大学研究行動規範の策定・推進に関すること。 

 四 不正行為防止対策の基本方針及び不正使用防止計画の策定・推進に関すること。 

 五 研究倫理教育及び公的研究費のコンプライアンス教育の企画に関すること。 

 六 その他，研究活動の公正な推進に関すること。 

（組織） 

第３条 公正研究推進室は，室長のほか，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 一 財務を担当する理事 

 二 部局長又は副学部長若しくは副研究科長 ３人以上 

 三 一般職員 ５人以上 

 四 その他，室長が指名した者 

（任期） 

第４条 前条第２号から第４号までに規定する室員の任期は２年とし，再任を妨げない。

ただし，室員に欠員が生じたときの補欠室員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（庶務） 

第５条 公正研究推進室に関する庶務は，財務部財政課の協力を得て，研究推進部研究推

進課において処理する。 

（雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか，公正研究推進に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

１ この規程は，平成２２年１１月１日から施行する。 

２ この規程施行後，第３条各号に定める最初に指名する室員の任期は，第４条の規定に

かかわらず，平成２３年９月３０日までとする。 

   附 則 

 この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 
 この規程は，平成２７年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 
 


